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２２ 保安林予定森林を告示する件 森林整備課



徳
島
県
告
示
第
十
八
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十

九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
を
し
た
の
で

、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

氏

名

又

は

名

称

住

所

又

は

所

在

地

認

定

年

月

日

ジ
ェ
イ
エ
イ
徳
島
燃
料
サ
ー

阿
波
市
土
成
町
土
成
字
殿
開
六
五
番
地
一

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日

ビ
ス
株
式
会
社



徳
島
県
告
示
第
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
ラ
イ
フ
サ
ー

板
野
郡
松
茂
町
笹
木
野
字
八
下
三

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
松
茂
町
満
穂
字
満
穂
開
拓

訪
問
介
護

令
和
五
年
一
月
一
日

ビ
ス

三
番
二

「
長
生
苑
」

七
九
番
地
一

合
同
会
社
Ｓ
ｙ
Ｃ

徳
島
市
川
内
町
大
松
八
九
一
番
地

ベ
リ
ー
訪
問
看
護
ス
テ
ー

徳
島
市
川
内
町
大
松
八
九
一
番
地

訪
問
看
護

同

の
五

島
谷
ハ
イ
ツ

シ
ョ
ン

の
五

島
谷
ハ
イ
ツ

那
賀
町
の
未
来
を
築
く

那
賀
郡
那
賀
町
百
合
字
石
橋
五
〇

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

進
取
の

同

金
岡
八
〇
番
地
一

通
所
介
護

同

株
式
会
社

〇
番
地
三

気
性

二



徳
島
県
告
示
第
二
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
五
年
一
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

合
同
会
社
Ｓ
ｙ
Ｃ

徳
島
市
川
内
町
大
松
八
九
一
番
地

ベ
リ
ー
訪
問
看
護
ス
テ
ー

徳
島
市
川
内
町
大
松
八
九
一
番
地

介
護
予
防
訪
問

令
和
五
年
一
月
一
日

の
五

島
谷
ハ
イ
ツ

シ
ョ
ン

の
五

島
谷
ハ
イ
ツ

看
護



徳
島
県
告
示
第
二
十
一
号

次
の
者
の
申
請
に
係
る
徳
島
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

申
請
人
の
住
所
及
び
氏
名

地

区

名

工

事

の

完

了

年

月

日

吉
野
川
市
川
島
町
桒
村
六
二
五
番
地

塚
池
地
区

令
和
四
年
三
月
八
日

三
木
尚
ほ
か
十
四
名



徳
島
県
告
示
第
二
十
二
号

次
の
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
に
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九

号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

那
賀
郡
那
賀
町
岩
倉
字
イ
シ
カ
谷
三
八
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
三
八
の
五
、
三

八
の
六
、
三
八
の
八
か
ら
三
八
の
一
〇
ま
で

二

指
定
の
目
的

公
衆
の
保
健

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
森
林
整
備
課
及
び
那
賀
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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